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【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】令和2年10月15日(2020.10.15)
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【年通号数】公開・登録公報2020-036
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【国際特許分類】
   Ａ６１Ｈ  23/02     (2006.01)
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【手続補正書】
【提出日】令和2年8月28日(2020.8.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
【図１】身体の様々な場所に適用できる振動熱発生装置の上面斜視図であり、この装置は
、可撓性エンクロージャ内に収容された振動発生機構及び熱発生機構を含み、装置は、ほ
ぼ円筒形で上部の可撓性支持構造体から延びているのエンクロージャに収容された制御ユ
ニットをさらに含む。
【図２】図１の振動熱発生装置の底面斜視図であり、図１の上部可撓性支持構造体から延
びる可撓性袋状下部ハウジングを示す。
【図３】図１の振動熱発生装置の上面図である。
【図４】図１の振動熱発生装置の底面図である。
【図５】図１の振動熱発生装置の正面図である
【図６】図１の振動熱発生装置の右側立面図である。
【図７】図１の振動熱発生装置の分解斜視図である。
【図８】図３の線８－８に沿って取った図１の振動熱発生装置の正面断面図である。
【図９】図１の振動熱発生装置の４つの振動ポッドのうちの１つの上方斜視図である。
【図１０】コンポーネントの上面を示す、図９の振動ポッドの分解斜視図である。
【図１１】コンポーネントの下面を示すのに図１０を反転した図９の振動ポッドの分解斜
視図である。
【図１２】下部カバーの空洞の追加の特徴を示すのに図９を小さな角度で回転した振動ポ
ッドの下部カバーの上部斜視図である。
【図１３】加熱パッドの下部シート上の加熱素子、温度センサ及び熱遮断スイッチを示す
振動熱発生装置の加熱パッドの分解上部斜視図である。
【図１４】図１３の加熱パッドの下側シート上の電気発熱線の平面図である。
【図１５】振動熱発生装置の円筒形制御ユニットの分解上部斜視図である。
【図１６】図１５を反転させて制御ユニットのコンポーネントの下面を示す、図１５の円
筒形制御ユニットの分解斜視図である。
【図１７】図１６の円筒形制御ユニットの上端に配置されたタッチパネル制御インターフ
ェースの平面図である。
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【図１８】図１の振動熱発生装置の電気及び電子回路のブロック図である。
【図１９】装置を人間の四肢などの円筒形物体に適合させるための上部支持構造体及び袋
状下部ハウジングの屈曲を示す、図１の振動熱発生装置の立面図である。
【図２０】人のヒップに近接して人に取り付けられるように構成された圧迫包帯の立面図
であり、圧迫包帯は図１の振動熱発生ユニットの制御ユニットを受容する円形ボアを含む
。
【図２１】人の膝に近接して人に取り付けられるように構成された圧迫包帯の立面図であ
り、圧迫包帯、図１の振動熱発生ユニットの制御ユニットを受容する円形ボアを含む。
【図２２】人の左肩に近接して人に取り付けられるように構成された圧迫包帯の立面図を
示し、圧迫包帯は図１の振動熱発生ユニットの制御ユニットを受容する円形ボアを含む。
【図２３】人の右肩に近接して人に取り付けられるように構成された圧迫包帯の立面図を
示し、圧縮ボアは図１の振動熱発生ユニットの制御ユニットを受容する円形ボアを含む。
【図２４】人の左肩に近接して人に取り付けられるように構成された圧迫包帯の立面図で
あり、圧迫包帯は第１の円形ボア及び第２の円形ボアを含み、各円形ボアは図１の振動熱
発生ユニットそれぞれの制御ユニットを受容するように構成される。
【図２５】図１の振動熱発生ユニットの制御ユニットが円形ボアを通って延びている図２
１の圧迫包帯の立面図である。
【図２６】人の膝に固定された図２５の圧迫包帯及び振動熱発生ユニットの斜視図である
。
【図２７】図２４の圧迫包帯の立面図であり、図１の第１の振動熱発生ユニットの制理御
ユニットが第１の円形ボアを通って延び、図１の第２の振動熱発生装置の制御ユニットが
第２の円形のボアを通って延びている。
【図２８】人の左肩に固定された図２７の圧迫包帯及び２つの振動熱発生ユニットの正面
斜視図であり、人の左肩の前面に近接して配置された第１の振動熱発生装置を示している
。
【図２９】人の左肩に固定された図２７の圧迫包帯及び２つの振動熱発生ユニットの正面
斜視図であり、人の左肩の後部に近接して配置された第２の振動熱発生装置を示している
。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　振動熱発生装置１００が図１～図１８に示されている。以下に説明するように、振動熱
発生装置は身体の異なる場所に加えることができる。装置は、身体の選択された場所に振
動と熱を組み合わせて加え、身体の選択された場所に熱を加え、身体の選択された場所に
振動の組み合わせを加えることができる。この装置は、圧迫包帯とともに使用されるよう
に特に適合されており、これについても以下で説明する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　さらに図８に示すように、複数の電線１６０は、制御ユニット１４０の円筒形エンクロ
ージャ１４２の下部から上部支持構造体１１６の貫通孔１４４（図７）を通って延びてい
る。制御ユニットの追加の構造的及び動作上の特徴を以下に説明される。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
　モータクランププレート２６０の下面２６４は、ボア２８０を通って取り付けられた各
プレートを取り囲むそれぞれの突起２８２を含む。各突起は、下面から短い距離（例えば
、約２ミリメートル、約０．０８インチ）延びている。各突起は、クランププレート支持
突起２７０の外径に対応する内径を有するように座ぐりボアが開けられている（例えば、
約２．３ミリメートル；図示の実施形態では約０．０９インチ）。従って、モータクラン
ププレートがクランププレート突起に固定されると、モータクランププレートは下部カバ
ーに対して横方向に移動できない。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３３】
　２本の抵抗線３３４、３３６は、下シート３３０の中心線３４０に関して実質的に対称
である２つの迷路状パターンを形成する。各抵抗線は、２つのセグメントが並列に接続さ
れるように、第１の共通端子３４２から第２の共通端子３４４まで延びている。抵抗線の
第１の共通端子は第１の供給線３４６に直接接続されている。抵抗線の第２の共通端子は
熱遮断スイッチ３５０を介して第２の供給線３４８に接続されている。熱遮断スイッチは
、抵抗線の第２の共通端子に接続された第１の端子３５２を有し、コネクタ３５６を介し
て第２の供給線に接続された第２の端子３５４を有する。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３８】
　さらに図７及び図８に示されるように、可撓性発泡体の層１３２は、第２のシートと振
動ポッド１２０、１２２、１２４、１２６との間の第２の（上部）シート３３２上に配置
され、以下に説明するように動作するときに振動ポッドによって提供される振動を部分的
に緩衝する。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４２】
　第２のＰＣＢ４２０は、中間本体部分４１０の上端部４１４に載置され、適切な留め具
（図示せず）によって上端部に固定される。第２のＰＣＢは、複数のワイヤ（図示せず）
を介して第１のＰＣＢ４０２に電気的に接続されている。第２のＰＣＢは、第１のＰＣＢ
４０２を介してバッテリ４０６から電力を受け取る。第２のＰＣＢは、電力入力ジャック
４０４から入力電力も受け取る。第２のＰＣＢは、約１６．８ボルトのバッテリ充電電圧
を生成し、これが第１のＰＣＢを介してバッテリに供給される。第２のＰＣＢも約１２ボ
ルトのモータ電圧を生成し、モータ駆動電圧として第１のＰＣＢに供給される。第２のＰ
ＣＢは、振動ポッド１２０、１２２、１２４、１２６及び熱発生ユニット１３０に印加さ
れる電力を制御するための制御信号を生成する。制御信号は第１のＰＣＢ上のＭＯＳＦＥ
Ｔ（図示せず）に印加される。
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【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４９】
　ＬＣＤパネル４３０は、温度アイコン５６０（温度計記号及び下にある文字「温度」）
をさらに表示する。３つの温度選択アイコンが温度アイコンに揃えられている。各温度選
択アイコンは、上にあるタッチパネル４４０のタッチアクティブエリアに対応している。
第１の温度選択アイコン５６２は「１」とラベル付けされ、さらに「低」と識別される。
第２の温度選択アイコン５６４には「２」のラベルが付けられ、さらに「中」と識別され
る。第３の温度選択アイコン５６６は「３」とラベル付けされ、さらに「高」と識別され
る。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５４】
　動作中、制御ユニット１４０はサーミスタ３６０の抵抗値を監視し、抵抗値に基づいて
熱発生ユニット１３０をオフ及びオンにする。例えば、「低」ヒート設定が選択されると
、制御ユニットは、サーミスタの抵抗値が約４８，９００オーム未満に減少するようにサ
ーミスタが十分に熱くなる（例えば、約４２度）ことを検出する。制御ユニットは熱発生
ユニットをオフにする。制御ユニットは、サーミスタが冷えサーミスタの抵抗が増加する
間サーミスタの抵抗を監視し続ける。サーミスタが十分に冷えて（例えば、摂氏約３７度
未満の温度で）サーミスタの抵抗が約５９，９００オームを超えると、熱発生ユニットが
再びオンになる。制御ユニットは、他の２つの温度設定についても同様に動作される。例
えば、「中」温設定が選択されている場合、サーミスタの抵抗が約３５，９００オーム（
摂氏約５０度に対応）を下回ると、制御ユニットは熱発生ユニットをオフにし、サーミス
タの抵抗が約４８，９００オーム（摂氏約４２度の温度に対応）を超えると、熱発生ユニ
ットがオンに戻される。「高」温設定が選択されている場合、サーミスタの抵抗値が約２
４，７５０オーム（約６０℃の温度に対応）を下回ると、制御ユニットは熱発生ユニット
をオフにし、サーミスタの抵抗値が約３２，０００オーム（摂氏約５３度未満の温度に対
応）を超えると、熱発生がオンに戻される。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５５】
　ＬＣＤパネル４３０は、さらに、振動選択アイコン５７０を表示する（波形記号及び基
礎となる単語「振動」であらわされる）。３つの振動選択アイコンが振動アイコンに揃え
られている。各振動選択アイコンは、上にあるタッチパネル４４０のタッチアクティブエ
リアに対応している。第１の振動選択アイコン５７２は、第１の波形アイコンでラベル付
けされており、さらに「波」で識別される。第２の振動選択アイコン５７４は、第２の波
形アイコンでラベル付けされ、さらに「パルス」で識別される。第３の振動選択アイコン
５７６は、第３の波形アイコンでラベル付けされ、さらに「一定」で識別される。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５８
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５８】
　第３の振動選択アイコン５７６の領域に触れると、一定振動モードアイコン５７６が作
動する。第３の振動選択アイコンの周りのリングが下にあるＬＣＤパネル４３０上で点灯
して、一定振動モードが選択されていることを示す。一実施形態では、４つの振動ポッド
１２０、１２２、１２４、１２６は、一定の振動モードが選択されている限り連続的に動
作する。リングが点灯しているときに第３の振動選択アイコンの領域をタッチすると、一
定振動モードがオフになる。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６５】
　第２のＰＣＢ４２０は、第２のＰＣＢ及び第１のＰＣＢ４０２上の他のコンポーネント
の動作を制御するマイクロコントローラ６３０を含む。例えば、図示された実施形態のマ
イクロコントローラは、従来の８０５１命令セットを実行する市販の４４ピンマイクロコ
ントローラである。そのようなマイクロコントローラの１つは、台湾のＳｏｎｉｘ製のＳ
Ｎ８Ｆ５７０７マイクロコントローラである。マイクロコントローラは、バッテリ充電器
回路６２０への制御信号を生成し、そこからフィードバック信号を受信して、ＬｉＰｏバ
ッテリ４０８の充電を制御する。マイクロコントローラは、同様の方法でモータ電圧発生
器６２２の動作も制御する。マイクロコントローラは、ユーザから受信したコマンドに応
じて、ヒータドライバ６１０とモータドライバ６１２を制御する。マイクロコントローラ
は、サーミスタ３６０の抵抗値に対応する電圧を監視し、選択的にヒータドライバをオン
及びオフにして、熱発生ユニット１３０の温度を選択された温度範囲内に維持する。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７８】
　振動熱発生装置１００の制御ユニット１４０は、図１９～図２３の圧迫包帯の１つのそ
れぞれの円形ボアを貫通して挿入される。例えば、図２５は、図２１の膝圧迫包帯７１０
と組み合わせて人の膝に振動と熱を加える振動熱発生装置を示す。図２６は、圧迫包帯及
び膝に適用される振動熱発生装置を示す。図２７は、人の左肩の前部と後部に振動と熱を
加える図２３の圧迫包帯７４０と組み合わせた第１の振動熱発生装置１００Ａ及び第２の
振動熱発生装置１００Ｂを示す。図２８は、人の左肩の圧迫包帯及び第１の振動熱発生装
置を示す正面図である。図２９は、人の左肩上の圧迫包帯及び第２の振動熱発生装置の背
面図である。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可撓性支持プラットフォームと、
　前記支持プラットフォームの中央部分に取り付けられ、前記支持プラットフォームから
垂直に第１の方向に延び、５０ミリメートルから１００ミリメートルの間の直径を有し、
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電子回路及び少なくとも１つのバッテリを収容する円筒形制御ユニットと、
　前記可撓性支持プラットフォームに取り付けられ、それぞれが前記支持プラットフォー
ムから前記第１の方向とは反対の第２の方向に延び、前記制御ユニットに電気的に接続さ
れている複数の振動ポッドと、
　前記振動ポッドの下に配置され、前記制御ユニットに電気的に接続されている熱発生ユ
ニットと、
　前記支持プラットフォームに取り付けられ、前記複数の振動ポッド及び前記熱発生ユニ
ットを囲み、遠位壁を有し、前記熱発生ユニットが該遠位壁に隣接して配置された袋状エ
ンクロージャと、を備えた
　携帯式振動熱発生装置。
【請求項２】
　各振動ポッドが、偏心質量に結合されたシャフトを有する電気モータを含む、請求項１
に記載の携帯式振動熱発生装置。
【請求項３】
　前記複数の振動ポッドは、４つの振動ポッドを備え、該４つの振動ポッドは、前記円筒
形制御ユニットの周りにほぼ対称的に配置される、請求項１に記載の携帯式振動熱発生装
置。
【請求項４】
　前記熱発生ユニットは、可撓性シートに固定された少なくとも１つの抵抗発熱線を備え
、前記抵抗発熱線はそこに電流が流れると発熱する、請求項１に記載の携帯式振動熱発生
装置。
【請求項５】
　前記熱発生ユニットは、少なくとも第１の温度設定、第２の温度設定、及び第３の温度
設定で動作可能である、請求項４に記載の携帯式振動熱発生装置。
【請求項６】
　前記制御ユニットは無線通信インターフェースを介して受信した信号に応答する、請求
項１に記載の携帯式振動熱発生装置。
【請求項７】
　前記無線通信インターフェースはブルートゥース（登録商標）インターフェースである
、請求項６に記載の携帯式振動熱発生装置。
【請求項８】
　人の身体部分に圧縮、振動、及び熱を加えるシステムであって、
　可撓性支持プラットフォーム、
　前記支持プラットフォームの中央部分に取り付けられ、前記支持プラットフォームから
垂直に第１の方向に延び、５０ミリメートルから１００ミリメートルの間の直径を有し、
電子回路及び少なくとも１つのバッテリを収容する円筒形制御ユニット、
　前記可撓性支持プラットフォームに取り付けられ、それぞれが前記支持プラットフォー
ムから前記第１の方向とは反対の第２の方向に延び、前記制御ユニットに電気的に接続さ
れている複数の振動ポッド、
　前記振動ポッドの遠位に配置され、前記制御ユニットに電気的に接続されている熱発生
ユニット、及び
　前記支持プラットフォームに取り付けられて該支持プラットフォームから遠位に延在し
、前記複数の振動ポッド及び前記熱発生ユニットを囲み、遠位壁を有し、前記熱発生ユニ
ットが該遠位壁に隣接して配置された袋状エンクロージャ、を備えた携帯式振動熱発生装
置と、
　そこからストラップが延びる中央本体を含む弾性材料の単一のシートを含み、前記中央
本体が前記携帯式振動発生装置の前記円筒形制御ユニットを貫通させて受容する少なくと
も１つのボアを含み、前記ストラップが前記人の身体部分に位置付け可能で前記携帯式振
動発生装置の前記袋状エンクロージャの前記遠位壁を前記身体部分に固定して、前記熱発
生ユニットからの熱を前記身体部分に加え、前記振動ポッドからの振動を前記身体部分に
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加える圧迫包帯と、を備える
システム。
【請求項９】
　圧縮、振動、及び熱の組み合わせを人の身体部分に加えるためのシステムであって、
　外周を有する可撓性支持プラットフォーム、
　前記支持プラットフォームの外周に取り付けられた周囲を有し、第１の方向に遠位に前
記支持プラットフォームから遠位壁に延びる袋状エンクロージャ、
　前記支持プラットフォームに取り付けられ、前記支持プラットフォームから近位に垂直
に第１の方向とは反対の第２の方向に遠位に延び、５０ミリメートルから１００ミリメー
トルの間の直径を有し、電子回路及び少なくとも１つのバッテリを収容する円筒形制御ユ
ニットであって、コマンドを受信して前記電子回路を制御する複数の応答領域を有するパ
ネルを含む、円筒形制御ユニット、
　それぞれが前記支持プラットフォームから前記第１の方向に延び前記袋状エンクロージ
ャに囲まれる一部分を少なくとも有する複数の振動ポッド、
　前記袋状エンクロージャ内に囲まれ、前記袋状エンクロージャの遠位壁に近接して配置
された熱発生ユニット、を備えた携帯式振動熱発生装置と、
　貫通して形成されたボアを有し、該ボアを貫通して前記携帯式振動熱発生装置の円筒形
制御ユニットが延び、前記袋状エンクロージャの遠位壁を身体部分に当てて身体部分に固
定できる圧迫包帯と、
を備えるシステム。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図７
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図７】

【手続補正１６】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１０
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【図１０】

【手続補正１７】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１１
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【図１１】

【手続補正１８】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１５
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【図１５】

【手続補正１９】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図１６】

【手続補正２０】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１８
【補正方法】変更



(13) JP 2020-527072 A5 2020.10.15

【補正の内容】
【図１８】
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